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ナー開催される合同役員夏季セミ

lBJ EB 法←
護挙セミ

次いで、松田税務署長の講話「税務調査あ

れこれ」。馬琴師匠のあとでは話しにくいと、

冒頭で会場を笑わせた署長のお話は、実話に

則った大変参考になる内容でした。

署長講話のあとは、岩波専務理事より「地

区懇談会に当って」の説明があり、 各地区分

科会形式で、それぞれの地区の運営について、

組織の在り方、役員の構成等の話し合いが行

去る 8月24日、 25日、 恒例の「合同役

員夏季セミナー」が箱根 ・湯本ホテルで

開催されました。当日は理事をはじめ、。

各地区の班長まで120名余が参加10U町田

税務署からは松田署長ほか幹部の方々の

ご参加をいただきました。

セミナーの内容は以下のとおりです。

講師と して講談の宝井馬琴師匠を招き

「逆境に強いリーダー、織田信長を大いに語

る」 の演題で、戦国武将の生き方と現代の経

営の在り方について語っていただきました。

師匠の信長分析は随所にユーモアをまじえな

がらのお話で会場を沸かせて くれました。

なわれました。

講
演
す
る
宝
井
馬
琴
師
匠
。

織
田
信
長
か
ら
学
ぶ
企
業
経
営
の
在
り
方

は
好
評
だ

っ
た
。

恒例の署長講演。調査での「実録」に沿った
お話しは、法人会ならでは。

セミナーには、馴染のある署幹部の方が臨席
された。

6 

当日は、地区会の役員120余名が参加した。
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法人税問答シリーズ[番外編]

消費税『簡易課税選択事業者の事業区分』

A社長「部長、決算の進み具合はどうかね。」

経理部長「法人税は大体でき上がっておりまして、現在は消費税のほうに取りかかっていると

ころです。」

A社長「消費税は昨年改正があったんだよね。今度の申告でうちは影響があるのかな。」

部 長「大ありですよ…うちは簡易課税を選択していますから。」

A社長「そうか。具体的には今度の申告でどうなるんだ、ね。」

部 長「うちは紳士服の販売収入で売上全体の7割以上を占めていますけど、改正前は課税標

準額に対する消費税額の80%を課税仕入れに係る消費税とみなして控除すればよかったの

ですが、今回は一律に80%の控除ができなくなったんですよ。」

A社長「なぜだ、ね。」

部 長「社長、少しは勉強してくださいよ。今度の改正の大きなポイントは、みなし仕入率を

事業の種類によって4段階に区分するというところなんですよ。うちの場合、①既製服の

販売等 ②イージーオーダー ③ズボンの裾上げ等の修理とあって、それぞれの事業を区

分しなければならないんで、す。」

A社長「面倒なんだね。もし、区分しなければ簡易課税の制度が受けられなくなるのかね。」

部 長「それは大丈夫なんですが、一番不利なみなし仕入率を適用することになるんです/J

00事業区分とみなし仕入率 。。
事業区分 みなし仕入率 該 当 す る 事 業

卸売業 |他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更

第一種事業 90% しないで他の事業者に販売する事業(商品の購入は、事業者か

らの購入に限らない。) I 

小売業 |他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更

第二種事業 80% しないで販売する事業で第一種事業以外のもの(製造小売業を

除く。) I 

農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む。)、

電気業、ガス業、熱供給及ぴ水道業 |第一種事業又は第二種

第三種事業 70% 事業に該当するもの及ぴ加工賃その他これに類する料金を対価

とする役務の提供を除く。又、第二種事業の判定はおおむね日

本標準産業分類により判定する。|

第一種から第三種事業以外の事業 |例えば、運輸・通信業、

第四種事業 60% 飲食庖、金融・保険業、不動産業、サービス業等が該当するこ

とになる。|

- 7 -



A社長「なるほど。うちは、①既製服と ②イージーオーダーの洋服の小売りだから、第二種

事業ということになるんだね。だけど、洋服の修理は、サービスの場合と料金をいただく

場合があるが、これはどうなるんだい。」

長「社長。イージーオーダーは、製造に当たるので第三種事業になるんです。又、洋服の

販売にともない、別途受領する直し賃や修理だけの場合は第四種事業に該当することにな

ります。サービスの場合は、無料ですから課税の対象にはなりません。」

A社長「複雑だ、ね。」

部 長「ええ。ですけど原則課税と比べるとまだまだ簡素ですし、納税のうえでも有利である

ことに変りはありません。」

部

司，ごと

。。
2種類以上の事業を行っている事業者は、課税資産の譲渡や役務の提供(取ヲ1)

にいずれかの事業に区分する必要があります。

事業区分のポイント。。
O 

(1) 帳簿に事業の種類を記帳し、事業の種類ごとの課税売上高を計算する方

法

(2) 取引の原始帳票である納品書、請求書、売上伝票又はレジ、ペーパー等に

事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載し、事

業の種類ごとの課税売上高を計算する方法

医'F

区
分
記
帳
の
方
法

(3) 事業場ごとに一種類の事業のみを行っている事業者にあっては、その事

業場ごとに課税売上高を基礎として事業の種類ごとの課税売上高を計算す

る方法

‘' 
仕入控除税額の計算は、原則として次の算式により計算します。

第一種事業 第一種事業 第三種事業 第四種事業X90%+ ァ X80 % + ~:;;;;~:Z;~ X 70 % + ~，~~:Z;~ X 60 % みなしーの消費税額 の旧費税額 の消費税額 の消費税額

; 仕入率一 第一種事業+第二種事業+第三種事業+第四種事業
の消費税額 の消費税額 の消費税額 T の消費税額

仕入控除税額=課税標準に対する消費税額×みなし仕入率

O 

(Q) 2種類以上の事業を営む事業者で1種類又は特定の2種類の事業の売上が全体の75%

以上を占める事業者については、みなし仕入率の適用に当たって特例計算によることも

認められています。

8 



く〉く〉事業区分の判定方法く〉く〉

-

|資産の譲渡等1
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産等(注1) 
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~NO 
他の~ip ~ JI¥¥J I NO 
入した商品の

譲渡か

~YES 

日本標準産業

分類の大分類

のうち農業、

~I 林業漁業 1; 
~鉱業、建設業 c=:=:=> 
製造業、電気
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該当するか
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~YES 
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|第二種事業| |第三種事業| |第四種事業|
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(注 1)固定資産とは、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及

び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等をいいます。

(注2)仕入れた商品に例えば、次のような行為を施して販売する場合は「その性質及び形状

を変更」したことに当たらず、第一種事業又は第二種事業に該当することになります。

①商標、ネーム等を貼付又は表示する行為 ②複数の商品(単品でも販売しているもの)を

セット商品として詰め合わせる行為 ③液状の商品を小売販売用の容器に詰め替える行為

④ガラスその他の商品を他に販売するために裁断する行為

(注3)第三種事業に含まれる製造小売業には例えば、次のようなものがあります。

①洋服の仕立小売業 ②菓子の製造小売業 ①パンの製造小売業 ④家具製造小売業

⑤建具製造小売業 ⑥畳製造小売業があります。

(注4)他の事業者へ販売したことが帳簿、書類等又は客観的な状況等で明らかなものに限ら

れます。

(注5)軽微な加工とは、具体的には仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、'

混ぜ合わせる、こねる、乾かす等の行為をいいます。

なお、焼く、煮る、ゆでる等、商品に熱を加える行為は軽微な加工に含まれません。

平成4年度 年末調整事務等説明会日程表
月日 曜日 時 間 AZ2、E I品 対 象 地 域

相原町・小山町・木曽町・山崎

忠生市民センター
町・忠生・根岸町・図師町・上

11.20 五介、、 13 : 30-16 : 00 
小山田町・下小山田町・矢部

町・常盤町・小山田桜台

金井町・野津田町・小野路町・

鶴川市民センター
大蔵町・鶴川・=輪町・三輪緑

11.24 火 13 : 30-16: 00 
山・能ケ谷町・真光寺町・薬師

台・広袴町

森野・本町田・旭町・玉川学

11.25 水 13 : 30-16 : 00 健康福祉会館 園・南大谷・東玉川学園・原町

田・中町

金森・鶴間・小川・つくし野・

11.26 木 13 : 30-16 : 00 南市民センター 南つくし野・南成瀬・高ヶ坂・

成瀬・成瀬台・成瀬ヶE

11.30 月 13 : 30-16 : 00 健康福祉会館 官公庁・法人会源泉部会

‘' 

nu 

旬
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一 平成5年度税制改正要望全国大会開催される -

21世紀を展望し、中・長期の視野に立つ
財政 ・税制の整備、充実を目指せ f

税制委員長 野 川 清

9月に開催された
平成5年度税制改
正要望全国大会

本誌巻頭でご報告したとおり、 9月16日、税制改正要望全国大会が開催された。

町団法人会からは、石井会長、藤田税制委員、村松青年部副部会長、堤事務局長

等が参加。大会スローガン、税制改正に関する決議、並びに要望事項を採択した。

決議事項については今後逐次、国税庁、自治省の各大臣、次官をはじめ、政府税

調、自民党税調等へ陳情を行う。

山税制改正要望事項

今回の要望事項は第一部 '21世紀に対応で

きる税制」で、高齢化と国際性への対応を誼

い、第二部「当面の改正要望」で、法人税、

所得税等個別の税制についての要望をまとめ

である。以下 「当面の改正要望」についてご

紹介する。

ヲt{ * * 
ここ数年にわたって行なわれた税制改革は、

所得 ・消費両課税の手直しに続く 地価税の創

設、相続税の調整などで当面は一段落した。

ただ、21世紀に対応できる税制の確立のため

には、以下に要望する諸点について、 さらに

山

改善の努力が望まれる。

第1 法人税制について

現代社会における法人企業の機能と役割

を正しく評価し、国際化時代にふさわしい

・法人税制の確立に努めるべきである。

1 税率の引き下げ等

わが国の法人課税は国際的にみてまだ

高過ぎる。国際的平均水準まで早急に引

き下げ、るよう努力すること。

(1) 法人特別税はやむを得ぬ事情もあっ

たとはいえ、何かあるとすぐ法人に税

負担を求めるという安易さをむき出し

市

E
4

司
自
ム



にしている。筋の通らぬ税であり、 2

年の時限は厳に守ること。

(2) 特別税を除いても、わが国法人の税

負担はまだ高過ぎる。できるだけ早く

法人基本税率の引き下げを中心に、実

効税率で40%台前半に引き下げること。

(3) 中小企業は大企業にくらべ競争上不

利な立場に置かれることが多く、経営

の基盤も不安定なものが多い。体質強

化のため軽減税率適用の所得額を

1，500万円に引き上げ、軽減税率も25%

に引き下げること。

(4) 企業の競争条件を公正にするため、

普通の法人と同じような事業を行なう

協同組合、宗教法人、学校法人などの

事業収益への課税は、税率を民間企業

並みにするなど課税のバランスを図る

こと。

2 減価償却制度の改善

(1) 技術革新や国際化の急テンポな進展

からみて、現行の耐用年数は実情に合

わない点がある。国際的な耐用年数に

合わせて短縮を図ること。また、分類

も簡明にすること。

(2) とくに建物の耐周年数は他の先進国

にくらべ長過ぎる。平成2年度に一部

に限って行なった短縮を他にも広げ、

全面的な短縮を図ること。

(3) 残存価格も現行の10%を5%に短縮

すること。

3 交際費課税の改善

交際費について、損金性を原則として

否定するような現在の取り扱いは誤って

いる。企業規模の大小に関わりなく、一

定の損金算入を認めるようにすること。

第2 所得税制について

個人の所得課税については、さきの税制

改革で累進構造の緩和など、ある程度の手

直しがなされたが、改善はまだ不充分であ

る。消費課税や資産課税の適正化とからめ

て、一層の改善を図ることが必要である。

1 わが国の所得課税は、国際的にみて、

所得の低い階層にはゆるやかな反面、中

高所得階層にはきびしい累進構造になっ

ている。中・長期的には最高税率を引き

下げ、税率の刻み数を減らすなど、累進

構造の緩和を目指すべきである。それに

至る当面の措置として、税率適用の所得

区分の拡大など、実質的な累進緩和を図

ること。

2 負担の公平化は、所得税に限らず税制 ' 

においてきわめて大切である。不公平と

されるものについて徹底的な見直しなど、

税制、執行の両面にわたって公平化をさ

らに推進する努力を続けること。また、

税制の簡素化にも努力すること。

第3 相続税制について

平成4年度の改正で相続税制はわれわれ

のかねての要望に一歩近づいた。ただ、普

通の財産の相続でなく、事業を世代間で引

き継ぐという面については、まだ配慮が不

充分である。次の点について改善を図るべ

きである。

1 財産の評価にあたり、事業に使ってい . 

る土地など事業用資産の評価については、

一層の配慮をすること。原則として処分

が自由な一般の資産と違い、事業の場合

は従業員の雇用を続けなければならない

など、社会的責任もからんで処分も制約

されることが多い。そうした特性を織り

込んだ評価に改めること。

2 取引相場のない株式の評価については、

換金の困難さを考慮し、調整率70%を

50%に引き下げること。

第4 地方税制について

行財政の効率化をさらに進めることは、

- 12 -
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地方自治体においても重大な責務である。

地方税については、国税に劣らず改善を望

む国民の声が強いことを銘記して、努力を

重ねるべきである。

1 行財政の改革を進めるため、法人事業

税や法人住民税など国税と課税対象を同

じくするものについては、賦課、徴収の

一元化を図ること。

2 (1) 固定資産税については、土地の評価

額を大幅に上げながら、税率はそのま

まというこれまでの課税方式はもはや

限界にきている。土地、建物、償却資

産について異なる税率にすることを含

め、課税方式を抜本的に再検討するこ

と。

-

(2) 少なくとも土地については、平成6

年度の評価替えに伴って税負担が急増

することのないよう、負担の激変緩和

措置だけでなく標準税率(1.4%)を

引き下げること。

(3) また、家屋についても再建築評価方

式と独自の耐用年数方式をとるため、

税額が相対的に割高になりがちである。

家屋の評価方式を改めること。

(4) 200平方メートル以内の小規模宅地

にたいする軽減措置をさらに広げるこ

と。

税に限らず、法人住民税や事業税もそ

の対象にすること。

3 都市計画税については、抜本的見直し

が必要である。当面は、固定資産税で実

施している小規模宅地の特例をこの税に

も採用するなど税負担の抑制を図ること。

4 法人事業税について、税率の引き下げ、

税率適用区分の拡大のほか、非課税規定

を見直すこと。

5 同じ所得課税でも国税にくらべ地方の

所得課税は相対的に割高感が強い。住民

税について税率の引き下げ、適用所得区

分を改定すること。

6 とくに法人住民税については、法人税

割の軽減を図るとともに、均等割の区分

を見直し、資本金等が1億円以下の企業

分については現行より細かく分け、わず

かな資本増加で負担がはね上がる現状を

改めること。

7 事業所税は固定資産税との二重課税の

疑いが濃い税であるから廃止すること。

廃止に至るまでの問、現行の免税点方式

を基礎控除方式に改めること。

8 地方税の超過課税は多年にわたる解消

要望にもかかわらず一向になくならない。

超過課税を行なっている自治体は早急に

解消すること。直ちに脱却できない自治

(5) 中小企業の一定規模以下の事業用地 体も何年後には超過課税をやめると、脱

についても、軽減措置を新設すること。 却の意思とメドを明示し、それを道守す

(6) 平成3年度の税制改正で法人の非住 ること。

宅用地の負担調整率の上限を1.4とし 第5 その他

たことは過大な負担を企業にもたらす 別に述べた個別要望事項についても、そ

恐れがある。個人と同じ1. 3~こすること。 の実現に極力努力されたい。

(7) 平成3年については、評価替えに伴

う固定資産税収の増加は個人住民税の

減税に充てられた。固定資産税の増収

分はこんごとも所得課税の軽減に充て

るべきであるが、その場合、個人住民

qa 



部会だより 源泉部会

パートタイマーの税金について研修会を開催

平成4年 9月8日、八千代銀行11町田支庖に

おいて本年度第 l回目の税務研修会を開催い

たしました。当日は町田署の組織変更により

源泉部門が単独部門として独立した最初の研

修会になりました。まず、藤田第 2部門統括

官よりごあいさつをいただき、早速研修会に

入りました。テーマは l パー トタイマーの

税金 2.消費税と源泉徴収を選びました。

研修は藤田統括宮、大鐘上席調査官、野村

上席指導官、平野調査官が、当日参加した43

源泉部会の研修会風景。研修の聞にも部会員相互
の交流も楽しめる。

源泉部会幹事津 田邦佳

名を 7つのグループに分け、まず平野調査官

が6つの事例について内容説明を行い事例別

にグループ討議して頂き、そこから出てきた

意見 ・質問等に町田署の方々が応答する形で

各事例の解説をいただきました。最後に野村

上席指導官より総合的な解説 ・指導をいただ

き、盛況のうちに研修会を終了いたしました。

当日は、現在大きな戦力となっているパー

トタイマーの税金がテーマだけに関心が高く

43名という多くの参加をいただけました。

次回は12月上旬の開催予定です。より多

くの方々の参加をお願いいたします。

当日の研修項目は次のとおりです。

I パートタイマーの通勤費

H パートタイマーに対する税額表の適用

区分

町 パー トタイマーの中途退職の年末調整

町 パー トタイマーの退職金

V 現物給与と消費税

VI 原稿料等に係る消費税の仕入税額控除

|部会だより 婦人部会 1
都庁見学と岡崎真珠ギャラリーの研修会

婦人部会会計監査松 山 節子

去る 7月21日ω、H青天のなか部会員48名、 をいただき見学研修会を開催致しました。

署から上野統括官、野村上席指導官の御参加 車内ではクイズ形式の勉強会をもちました。

一 14



田崎真珠での勉強会

では、真珠の取り扱い

方、装い方を指導して

いただきました。

真珠は弱いものなの

で大切にし、特に汗に

は弱いのでしまう前に

柔らかい布でそっと拭

くこと、2年に 1度く

らいは糸を取りかえた

方がよいことなどを勉強しました。

赤坂「ざくろ」にて昼食後、新都庁の見学

に行きました。新宿の名所にも上げられてい

る様に新宿の空に聾えていました。

会議室では、渋谷都議より都庁の概111告と町

田市への構想を伺いました。ついで議会棟の

見学に行き、都議会場、 小委員会室を回りま

婦人部会の見学研修会には、部会員の約半数が参加した。

した。これらの施設へは、団体でなければ見

学できないとのことでした。

最後に展望室までエレベーターでゆき、地

上45階からの景色を眺めました。日本人の技

術の素晴しさに改めて感激しての帰途でした。

改正相続税と社内規則を勉強

婦人部 畔柳 富美子

ひと頃の猛暑から開放され、窓際に、ここ など税制上の有利性においても、社内規則を

ちょい秋風が通り過ぎていきます。 作っておくことなど、細部に至る研修でした。

9月17日、 安田信託銀行に於て、税務研修 41名の皆様方と共に、 2時間を越え、熱心

が行なわれました。上野統括官の御挨拶に続 に勉強させて頂きました。婦人部会を通して、

いて、野村上席指導官による「相続税の改正」 より親しくなってゆく方々とお会いしたく、

については、 ビデオテレビとスク リー ンによ 次回の研修会も又、 出席させて頂こうと思つ

りドラマ仕立ての映像で、相続する者が、い ています。

かに トラブルを起きない様に事を運ぶべきか

を観せて頂き、 ドラマ終了後、 相続税評価の

引上げ等について説明がありました。

現実を、まの当りにしてみないとなかなか

理解しよ うとしない私でしたが、わかり易く

勉強させて頂きました。

「社内規則パート lIJでは、 6月3日の研修

に続いて、慶弔見舞金、保険、退職給与の事、
安田信託銀行の会場を借りての税務の勉強会。
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部会だより 青年部会 1

多摩テックにて、ファミリー研修会を実施

日頃、役員会やその他の事業で、我々役員

同士はお互い顔を合わせる機会が多々あるが、

その家族となると何も知らないというケース

が多いのではないだろうか。また仕事に、そ

して法人会活動に忙しい日々を過ごしている

我々ではあるが、家族にどれほど理解されて

いるのだろうか。

このような疑問が私達(役員)の聞から出

されたので、それでは家族ぐるみで参加出来

る様な事業を企画しようということで、昨年

はじめて開催されたファミリー研修会も 2回

目を迎えることになりました。

残暑厳しい8月27日、多摩テックに参加者

54名が集合し、楽しくそして有意義な1日が

スタートしました。

まず10時から、税務研修会を野村上席指導

官により実施しました。この研修会では子供

たちを対象とした「簡単な税金クイズ、」とビ

デオ「惑星ア トン2Jを上映しました。普段

第 3岡

青年部会 副部会長荒江秀敏

青年部会のファミ リー研修会も 2回目。

とはひと味違った研修となりました。

11時からは、バーベキューを始めました。

ジュ ース ・ビールを片手に肉や野菜を炭火で

焼いたり、カレーライスを食べました。カレ

ーは、参加者全員で作られ、普段味わうこと

の出来ない格別な味を楽しむことが出来まし

た。その後スイカ割りやビンゴゲームなどで

楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

14時に部会長の挨拶で終了し、その後は各

自自由行動で散会しました。

親会役員との懇談会

今まで以上に親会と青年部会との接点を持

とうという趣旨で始められた親会役員との懇

談会の 3回目が、10月2日に事務局において

おこなわれました。親会から石井会長をはじ

め岩波専務、野)11税制委員長、金子厚生委員

長、 加藤増強委員長の方々にご出席を頂き、

「青年部会定年延長と会員増強」というテー

マで進められました。

青年部会としては定年延長を要望している

青年部会幹事 野村順 一

わけではありませんが、東法連では40%程の

青年部会が50才定年になっており、町田でも

45才定年のままでは団塊の世代が抜けた後の

人員構成が厳しくなっていきます。

親会としては、 地区会にもっと参加しても

らい、先々は地区会の役員に引き上げていき

たいというご意見を頂きました。また、 青年

部会から正式に話しがあれば親会としても定

年延長を真剣に検討したいとのことでした。
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知研修委員会よ:

初級実務簿記講習会実施報告平成4年度

己卓田
再
fi--

研修副委員長

第11回初級実務簿記では41名の方が修了された。

子

実

重

-nA

盲六

石

窪

田原

白

工

毎回大変な好評を頂いている実務簿

記講習会は、初級編を去る 6月4日に

開講し、 7月30日で終了しました。現

在は、 10月 1日より毎週木曜日に中級

実務簿記講習会を町田商工会議所の会

議室をお借りして開催しています。

今回で11回を数える初級編では、当

初50名以上の方々から申し込まれ、講

習会場が一杯になってしまいました。

主催者側として会場の手狭さを痛感しました。

最終日の開講式では、 41名の方々が全過程を

修了され、受講者を代表して(学)玉川学園

の経団明子さんが、石井会長から修了証書と

記念品を贈呈されました。
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厚生委員会よりお知らせ

共済制度連絡協議会を実施

現状報告と今後の対応を検討する

「共済制度連絡協議会報告」

厚生委員長金子仙太郎

[ご契約例]

男性、 40歳契約、期間10年(更新可)

ライブ保険金額 500万円

月払掛金 4，185円

(団体割引制度の適用で掛金は一般にご契約

されるよりも割安です。)

[保障内容]

l.がん・急性心筋梗塞・脳卒中(重大疾病)

司'

9月21日八千代銀行会議室において、平成

4年度第2回共済制度連絡協議会が開催され

ました。本年は、全法連が提唱する「大型保

障制度加入率20%達成キャンベーン」のこと

もあり、また「東法連特定退職金共済制度発

足15周年キャンベーン」でもあると云うこと

で、協議委員30名による熱心な意見交換が行

なわれました。
に枕必易会ら鳥険会芝生哀史li支払 ， 
われます。

「新制度ライブ、のご案内」

従来の保険では、遺族の生活保障が主目的

とされていましたが、法人会の「ライブ」は

3大成人病にかかった本人が保険金を受取り、

本人の回復のための資金等の経済的負担を軽

減するための革新的保障です。

2.重大疾病以外の事故・病気で死亡・高度

障害になられた場合でも、保険金が支払わ

れます。

[死因別死亡率]

がん 27.0% 心疾患 20.4%

脳卒中 14.3% 事故 4.0%

尚、ライブだけにご加入頂くことはできま この機会に是非ご検討下さい。

せんので、この機会に大型保障制度も合わせ 詳しくは法人会事務局までお問合せ下さし、

てご検討頂きますようお願い申し上げます。
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平成4年度改正税法説明会の報告

上野統括官より各会場でご挨拶を頂いた。

新しく企画された改正税法説明会は、4地

区にて行われました。説明会のテーマには

ビデオ上映「改正税法のあらま し」

税務上の土地評価の適正化。

相続、贈与税の改正。

法人税関係の改正。

消費税の改正。

その他の改正。 などです

講師には|町田税務署、法人課税第一部門上

野統括官、野村上席指導官が全地区を担当さ

れました。

地区別説明会実施報告

実施日 9月4日

会 場忠生市民セ ンター

参加者 10名

*ヲt{ * 
実施日 9月7日

会場 南市民センタ ー

参加者 16名

ヲk 切除 ヲ貨

実施日 9月10日

会場鶴川市民センタ ー

参加者 8名

研修委員会副委員長 伊 田 卓 己

講師を務める野村上席指導官。

女* * 
実施日 9月11日

会場 町田市公民館

参加者 20名

当日参加者の内、 法人会未加入者9名、 尚

当日会場にて法人会加入1名で した。

会場にて司会を務めた地区会長。
小川 原町田第2地区会長。(写真・左)
石川 鶴川第1地区会長(写真・右)

木口 中町・旭町地区会長 (写真・左)
田中 柏原地区会長 (写真・右)
その他にも各地地区会長より ご協力を頂いた。
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=コ事務局だより =コ

町田狸ものがたり

月のきれいな季節にふさわしい話題をお届けします。

毎夜、狸の親子があらわれて、庭の芝生で、かけっこ

をして遊ぶというのです。いったい何処からやってくる

のか。所は、町田市原町田 2丁目の堀内さんのお宅での

話です。原町田第 I地区会に丸昭シルク附というお庖が

ありますが、堀内昭さんはその社長さん。お宅は、高台

の住宅地。昔ながらの丘陵の面影が残っている閑静なと

ころです。

もう 6・7年にもなるのだそうですが、ことの起こりは、盗難さわぎから。何故かサンダル

や靴がなくなる。それがとんでもないはずれの竹薮で発見されるという不思議がつづいた。

ある|晩、庭の植込みのくらがりに異様に光るものがあった。正体はわからなかった。そして、

夏の或る夜、家族揃って食事をしていた。楽しいタ嗣のかおりが漂っていた。その時です。ひ

ょっこりと、全く思いがけなく、狸の親子が、縁側にあがり込んできたのだそうです。初対面

の遠慮などなくて、お嬢さんがギョウザをやると、ちょっとだけためらいを見せた親狸より先

に、子狸さん達が、「いただきます」とばかりに、手つを出したのだそうです。

こうして、ながいお付ーき合いが始まりました。

はじめは、親子 5匹。しばらく経って、どうやら 3代の家族構成になって、そして初代?が

いなくなって、いま 3代目の子狸3匹が訪問してきます。

パンのみみが好物ということもわかりました。毎日用意しておいて、訪問者に差し出してあ

げるのだそうです。花の季節にも、雨あがりにも、そして月の宵にも、 雪景色の時にも訪ねて

きます。どうかすると朝方に顔をみせることもあるのだそうです。

灯火の下で、あるいは月あかりを浴びて、手入れの行き届いた庭の芝生を、嬉々として駆け

回る様を、奥さんの判子さんは「狸の運動会」とH乎びます。

どこから、どうやってくるのか。この後、幾世代つづけて訪ねてきてくれるのか。楽しみな

訪問者ですね。
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時代のニーズにお応えして、

経営者の方々に安心をお届けいたしま蕊

企業保障フラン也タイプ-・E沼環調司王主回1潤掴mITf.・-
企業保附プラン・総合型しは、

ガンバリ続ける粁れ朽のなfikとi]-1!)r)Jをパックアッフ。します。

平均寿命を超えた長期保障
-最高85歳までの長期保障、保険料は一定0
・新規加入は74歳まで。

ワイドに充実した保障内容
-入院は5日以上から保障。
・手術、看護、入院・通院の治療にも安心。

¥訂正 l

大きな安心で応援します
-最高3億円の大型保障。
・海外での事故・病気も保障0

・退職金、功労金などの財源確保。

.中途閉めになる場合でも定期保険の解約払戻金

および積立配当金を受けとることかできます。

引受会社 大同生命 白IU保険会社

町田営業所/町田市中町2-2 -5 八王子支底/八王子市東町 7-3 

TEL 0427-22-5756 TEL 0426-44-3151 


